
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事案の経緯と概要 

 令和７年５月１日、６月 17 日及び７月５日に保健所２所において、精神保健福祉法第 23

条の規定により通報のあった者計３名を同法に基づく診察を行った上で措置入院とした。 

 ７月 18日に、上記３名の診察を行った精神保健指定医（以下「指定医」）のうち１名が、

３月末の時点で指定医の資格を失効していたことが判明 

 このため７月 25日付けで措置入院を取り消した。 

 

２ 原因及び再発防止策 

（1）原因 

 措置入院に係る診察を指定医に依頼する際、当該医師の指定医資格の有効期限を確認して

いなかった。 

 県内の精神保健指定医の氏名や有効期限等を記載した指定医名簿を作成していたが、十分

に活用されていなかった。 

 

（2）再発防止策 

 指定医名簿を活用するなどして必ず指定医の資格確認を行うことを徹底 

 

３ 県の対応 

３名が不適切な手続きにより入院となった期間（それぞれの入院日から７月 25 日まで）の入院

費用の全額を県が負担する。（負担額計 5,290,868円） 

※参考 

【措置入院】 

  精神保健福祉法に基づき、県に通報等があった者に対し指定医２名以上が診察し、精神障害により自傷

他害のおそれがあるとの判断が一致した場合に、都道府県知事の決定により強制的に入院させる制度。 

【精神保健指定医】 

精神保健福祉法に基づく措置診察や、医療保護入院の要否判断、患者の行動制限の要否判断等を行う医

師を、厚生労働大臣が「精神保健指定医」として指定 

 精神保健指定医は５年度ごとに研修の受講が義務付けられ、未受講の場合は資格を失効 

 

 

 

精神保健福祉法に基づく措置入院の手続きでは、県が精神保健指定医へ依頼し診察を行うと

ころ、本年５月から７月に実施した３件について、当該資格を失効していた医師に診察を依頼

し、実施していたことが判明しました。 

このような不適切な手続きにより入院となった皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと

を深くお詫び申し上げます。 

今後は再発防止に向けた管理体制の強化および関係機関との連携を一層徹底し、適正な制度

運用に努めてまいります。 
 

長野県（健康福祉部）プレスリリース 令和７年（2025 年）11 月 19 日 

措置入院の手続きにおいて不適切な事務処理がありました 

（問合せ先） 
担  当 健康福祉部疾病・感染症対策課 鈴木、中島 
電  話 026-235-7109（直通） 
     026-232-0111（代表）内線 2642 
ファクシミリ 026-235-7170 
電子メール  shippei-kansen@pref.nagano.lg.jp 


